
 

原 案 

平成 29 年３月 

福岡市 

行 政 運 営 プ ラ ン 

■プラン原案について

○本プラン原案では、策定の趣旨や行政運営の現状・課題、今後４年間の取組

みの方向性、主な取組みなどについてまとめています。

○今後、パブリック・コメントを実施し、幅広く市民の皆様からご意見をいただき、

これを踏まえてプランを策定します。
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１ 策定の趣旨 

 福岡市では、最少の経費で最大の効果を挙げるという行政運営の基本理念に基づく組織

編成などに継続して取り組んできたことにより、人口あたりの職員数は政令指定都市の

中で最少となるなど、効率的な行政運営を進めてきました。

 また、平成 25 年度に策定した「行財政改革プラン」に基づき、市民へのわかりやすい

情報発信やＩＣＴの活用による行政手続きの利便性向上、職員の意欲を高める取組みな

どを推進してまいりました。

 これらの取組みの結果、平成 27、28 年度の市政アンケート調査において、「市の行政は

信頼できると思っている市民の割合」が同プランの目標値である 60％を超えるなど、一

定の評価をいただいています。

 しかしながら、今後とも社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化による行政需要の増

加が見込まれる中、限られた経営資源を活かして、これらに的確かつ迅速に対応してい

くためには、さらに効果的・効率的な行政運営を行うことが必要となっています。

 そのためには、日々の業務改善はもとより、ＩＣＴなど最新技術の活用やさらなる民間

活力の導入などによるサービス向上・効率化に向けた取組みや、市民、地域、企業、Ｎ

ＰＯ、大学といった多様な主体と連携・共働を一層進めていくとともに、これまでの行

政運営の仕組みや発想、手法を見直し、これからの時代にふさわしい行政サービスの提

供やシステムづくりに取り組むことが重要と考えています。

 このようなことを踏まえ、将来にわたり持続可能な行政運営の実現に向け、行政運営に

あたっての基本的な考え方を示すとともに、モデルとなる取組みをまとめた「行政運営

プラン」を策定し、全庁をあげて不断の改善の取組みを推進します。

■総合計画と政策推進プラン、行政運営プラン、財政運営プランの位置づけ

行政運営プランと、政策推進プラン及び財政運営プランを一体的に推進することにより、

必要な財源を確保し、選択と集中による重点化を図りながら、生活の質の向上と都市の

成長のために必要な施策事業の推進を図ります。 
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２ 計画期間と進行管理 

 計画期間

平成 29（2017）年度から平成 32（2020）年度までの４年間

 進行管理

具体的な取組み内容を定めた実行項目に基づき取組みを推進し、実施状況をフォロ

ーアップのうえ毎年公表するとともに、随時、見直しを行います。 

３ 行財政改革プランの実施状況 

行財政改革プラン（「【取組２】健全な財政運営」を除く）の実施状況（平成 28 年度末

見込）は、全取組み 146 項目のうち、 

・スケジュールどおり進捗した取組みは 136 項目（93％）

・スケジュールどおり進捗しなかった取組みは 10 項目（7％）

となっており、概ね順調に進んでいます。 

○指標の進捗状況（「取組２ 健全な財政運営」に関する部分を除く）

【取組１】市民の納得と共感の数値目標

【取組３】チャレンジする組織改革の数値目標 

当初値 直近値 目標値

(平成23年度) (平成28年度) (平成28年度)

48.9% 58.2% 60%

(平成23年度） (平成28年度） (平成28年度）

81.6% 88.2% 85%

(平成23年度) (平成28年度) (平成28年度)

61.3% 66.8% 70%

自分の適性や進みたい職務分野についての
考えが上司と共有されていると思う

職員の割合

指標

市の方針やトップの考え方が職場で
共有されていると思う職員の割合

職場で業務改善が続けられている
と思う職員の割合

当初値 直近値 目標値

（平成24年度） （平成28年度） （平成28年度）

55.1% 71.7% 60%

（平成24年度） （平成27年度） （平成28年度）

28.4% 47.6% 55%

（平成24年度） （平成28年度） （平成28年度）

24件 37件 40件

指標

市の行政は信頼できる
と思っている市民の割合

市の情報発信に対する満足度

共働事業提案制度による共働事業数
（新規採択数の累計件数）
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４ 行政運営の現状・課題 

 

○サービス 

 市民との情報受発信と対話の推進を重視する市民の割合は高い(H28 市政アンケー

ト調査：82.9％)。 

 市の情報発信に対する総合的な満足度は半分以下(H27 福岡市の情報発信に関する

調査：47.6％)。 

 行政手続きの利便性向上を重視する市民の割合は高い(H28 市政アンケート調査：

88.1％)。 

 

○連携・共働 

 単独世帯(50％)、流入人口、共同住宅(約８割)の多さなど、地域コミュニティの帰

属意識が希薄になりやすい都市特性（H27）。 

 東日本大震災を契機に、地域における住民相互の支え合い等の共助の取組みの重要

性が高まっている。 

 地域活動への参加者、役員等の担い手が充足していない。 

 市民、地域、企業、ＮＰＯ、大学などまちづくりの新たな担い手づくりが必要。 

 公共施設等の老朽化や、大量更新期の到来を見据え、財政負担の軽減・平準化を図

りつつ良好なサービスを提供していくため、民間活力のさらなる活用が必要。 

 近年の大規模災害の事例などを踏まえ、他の自治体との連携を推進し、共通する課

題に対応していくことが必要。 

 

○組織 

 限られた経営資源を有効に活用するとともに、効果的・効率的な事業の推進に、Ｐ

ＤＣＡサイクルの徹底が必要。 

 効率的な行政運営のため、ＩＣＴの活用等による業務効率化や最適な組織体制の構

築が必要。 

 社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応できる職員の育成に向けて、職員の

意欲・能力向上に関する継続的な取組みが必要。 

 職員全体に占める女性の割合が高まってきており(H28:30.6％)、女性職員の活躍推

進の取組みが必要。 

 不祥事再発防止への継続した取組みが必要。 
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＜取組方針１＞
時代に即した行政サービスの提供・システムづくり

数値目標

指標
現状値
（Ｈ28）

目標値
（Ｈ32）

市民との情報受発信と対話の推進に対する市民
満足度

５０．９％ ６０％

行政手続きの利便性向上に対する市民満足度 ５６．３％ ６０％

＜取組の方向性＞
市政の推進にあたっては、その情報を誰にでもわかりやすく発信し、多様な機

会をとらえて市民とのコミュニケーションを進めるとともに、市が保有する情報
を積極的に提供します。
また、ＩＣＴなど先進的な技術の活用や、これまでのやり方にとらわれない新

たな発想や手法により、利便性の向上はもとより、これからの時代にふさわしい
行政サービスの提供、システムづくりにチャレンジします。

＜取組の方向性＞
市政の推進にあたっては、その情報を誰にでもわかりやすく発信し、多様な機

会をとらえて市民とのコミュニケーションを進めるとともに、市が保有する情報
を積極的に提供します。
また、ＩＣＴなど先進的な技術の活用や、これまでのやり方にとらわれない新

たな発想や手法により、利便性の向上はもとより、これからの時代にふさわしい
行政サービスの提供、システムづくりにチャレンジします。

５．取組みの方向性と数値目標

推進項目①

市民とのコミュニケー
ションの推進

市民に伝わるわかりやすい
情報発信の推進

多様な機会をとらえた
市民とのコミュニケーションの推進

市が保有する情報の積極的な提供

推進項目②

新たな発想や手法による
行政サービスの提供

新たな発想や手法による
行政サービスの提供

窓口サービスなどの向上

行政手続きの利便性向上

時
代
に
即
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
・
シ
ス
テ
ム
づ
く
り

【取組方針１の体系図】
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【推進項目２】新たな発想や手法による行政サービスの提供

【具体的な取組内容】
〇新たな発想や手法による行政サービスの提供

ＩＣＴなどの先進的な技術の活用や、新たな発想や手法を採り入れた、時代
に即した仕組みの構築や行政サービスの提供に取り組みます。
・高齢化の進展を踏まえたケアシステムの構築
・地域コミュニティ活性化に向けた公園利用の推進 など

〇窓口サービスなどの向上
各区サービス向上委員会の活動を通した、区役所窓口サービスの向上などに

取り組みます。
・ユニバーサルデザインに配慮した庁舎設備の改修、接遇の向上
・障がい者や外国人により配慮した窓口サービスの実施 など

〇行政手続きの利便性向上
マイナンバー制度やＩＣＴの活用などにより、時間や場所に制約されない電

子申請を拡充するなど、行政手続きの利便性向上を図ります。
・マイナンバー制度の活用による電子申請の導入 など

【推進項目１】市民とのコミュニケーションの推進

【具体的な取組内容】
〇市民に伝わるわかりやすい情報発信の推進

スマートフォンなどモバイル端末やＳＮＳをはじめとするＩＣＴなどを活用
し、高齢者や障がい者など誰にでもわかりやすい市政情報の発信に取り組みま
す。
・ユニバーサルデザインに配慮した広報の実施
・ＳＮＳなどＩＣＴを活用した情報発信の強化 など

〇多様な機会をとらえた市民とのコミュニケーションの推進
市政に対する意見やニーズを把握するため、市民とのコミュニケーションを

進め、市政への反映を図ります。
・区長と地域団体等との意見交換
・各施設における利用者アンケート、満足度調査の実施 など

〇市が保有する情報の積極的な提供
市民生活の利便性向上や企業活動の活性化に向け、市が保有する情報を積極

的に提供します。
・オープンデータの提供拡充 など
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＜取組方針２＞
多様な主体との連携・共働の推進

＜取組の方向性＞
多様化する市民ニーズに応えるために、市民、地域、企業、ＮＰＯ、大学など

とのさらなる連携・共働を進め、それぞれの強みを活かしながら、さまざまな課
題の解決に向けて取り組みます。
また、行政サービスの向上や効率化を図るため、行政による適切な管理監督の

もと、民間が有する専門的な技術やノウハウ、資金などの一層の活用に取り組む
とともに、共通する課題に効果的・効率的に対応するなど、福岡都市圏や九州の
自治体などとの連携・協力を推進します。

＜取組の方向性＞
多様化する市民ニーズに応えるために、市民、地域、企業、ＮＰＯ、大学など

とのさらなる連携・共働を進め、それぞれの強みを活かしながら、さまざまな課
題の解決に向けて取り組みます。
また、行政サービスの向上や効率化を図るため、行政による適切な管理監督の

もと、民間が有する専門的な技術やノウハウ、資金などの一層の活用に取り組む
とともに、共通する課題に効果的・効率的に対応するなど、福岡都市圏や九州の
自治体などとの連携・協力を推進します。

数値目標

指標 現状値 目標値

地域活動に参加したことがある市民の割合
５４．５％
（Ｈ28）

６８％
（Ｈ32）

ＮＰＯ・民間事業者等との新規連携・共働件数
２４件
（Ｈ27）

１００件
（Ｈ29～32累計）

推進項目③

多様な主体との共働

共創の地域づくりの推進

多様な主体との連携・共働の推進

推進項目④

民間活力の活用

官民協働の推進

指定管理者制度の推進

民間委託などの推進

推進項目⑤

自治体との連携の推進
自治体との連携の推進

多
様
な
主
体
と
の
連
携
・
共
働
の
推
進

【取組方針２の体系図】
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【推進項目４】民間活力の活用

【具体的な取組内容】
〇官民協働の推進

公共施設の整備などにあたり、民間企業の経営ノウハウや技術力、資金を活
用する官民協働（ＰＰＰ）を推進します。
・ＰＦＩによる公共施設の整備
・民間活力の導入による公園の利便性及び魅力向上 など

〇指定管理者制度の推進
民間事業者がよりノウハウを発揮できる環境の整備や、公募による指定管理

者の選定を進めます。
・インセンティブ制度や利用料金制度の導入
・公募による指定管理者の選定 など

〇民間委託などの推進
行政サービスの質の向上や効率化に向け、民間委託などに取り組みます。

・民間活力の導入等に伴う技能労務職関係業務の見直し
・公共施設の民間移行 など

【推進項目５】自治体との連携の推進

【具体的な取組内容】
〇自治体との連携の推進

災害など共通する課題に対応するため、福岡都市圏や九州の自治体との連携
を推進します。
・災害時における自治体相互応援態勢の強化
・オープンデータサイトの自治体との共同利用 など

【推進項目３】多様な主体との共働

【具体的な取組内容】
〇共創の地域づくりの推進

共に協力し合い地域の未来を創り出す共創の地域づくりに向け、新たな担い
手の発掘・育成など、多様な主体の地域活動への参加を促進します。
・企業等の地域活動への参加促進
・区における地域コミュニティ活性化に向けた支援 など

〇多様な主体との連携・共働の推進
地域の活性化や市民サービスを向上させるため、地域やＮＰＯ、企業、大学

など多様な主体との連携・共働を進めます。
・ＮＰＯとの共働事業の推進
・企業との包括連携協定に基づく連携事業の推進 など
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＜取組方針３＞
チャレンジする組織づくり

＜取組の方向性＞
限られた経営資源を有効に活用するため、組織におけるマネジメント機能を強

化し、パフォーマンスの向上を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルの実施などによ
り、施策や事業の不断の見直しを行います。
また、組織力向上の推進や、職員の育成と働きやすい環境づくりにより組織の

活性化を図るとともに、コンプライアンスを推進し、チャレンジする組織づくり
に取り組みます。

＜取組の方向性＞
限られた経営資源を有効に活用するため、組織におけるマネジメント機能を強

化し、パフォーマンスの向上を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルの実施などによ
り、施策や事業の不断の見直しを行います。
また、組織力向上の推進や、職員の育成と働きやすい環境づくりにより組織の

活性化を図るとともに、コンプライアンスを推進し、チャレンジする組織づくり
に取り組みます。

数値目標

指標
現状値
（Ｈ28）

目標値
（Ｈ32）

毎年度継続的に事業を振り返り、必要な見直しが
行われていると思う職員の割合

６９．０％ ７５％

上司（先輩）が部下（後輩）を育成する職場風土
があると思う職員の割合

７６．６％ ８０％

推進項目⑥

マネジメントの強化

マネジメントの推進

業務効率化の推進

推進項目⑦

組織の活性化

組織力向上の推進

職員の育成と働きやすい環境づくり

推進項目⑧

コンプライアンスの推進
コンプライアンスの推進

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
組
織
づ
く
り

【取組方針３の体系図】
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【推進項目８】コンプライアンスの推進

【具体的な取組内容】
〇コンプライアンスの推進

不祥事再発防止に向けた取組みを進めるとともに、職員の事務処理能力の向
上による、事務処理ミスの防止に取り組みます。
・不祥事再発防止に向けた取組みの推進
・監査結果を活用した業務改善の推進 など

【推進項目７】組織の活性化

【具体的な取組内容】
〇組織力向上の推進

行政課題に柔軟に対応できるよう組織の最適化を図るとともに、外郭団体の
あり方を見直すなど、組織力の向上に取り組みます。
・最適な組織体制の構築
・外郭団体の見直し など

〇職員の育成と働きやすい環境づくり
ＯＪＴを基本として職員の育成を図るとともに、職員が職業生活と家庭生活

の両立を図れるよう働きやすい職場環境づくりに取り組みます。
・職員の意欲・能力向上に関する取組みの推進
・女性職員の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推進 など

【推進項目６】マネジメントの強化

【具体的な取組内容】
〇マネジメントの推進

組織の課題や目標を共有した上で、施策・事業等を計画的に推進し、成果や
課題について振り返りを行うなど、組織マネジメントを推進します。
・運営方針を活用した組織マネジメントの実施
・外部の視点を活かした行政評価の推進 など

〇業務効率化の推進
ＩＣＴの活用や事務のやり方を見直すことなどにより、業務の効率化を進め

ます。
・業務共通基盤システムの整備などシステム刷新化による業務効率化
・職員の創意工夫による業務改善運動の推進 など
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６.実行項目

索引

取組方針１ 時代に即した行政サービスの提供・システムづくり Ｐ 13

推進項目①市民とのコミュニケーションの推進 Ｐ 13

推進項目②新たな発想や手法による行政サービスの提供 Ｐ 18

取組方針２ 多様な主体との連携・共働の推進 Ｐ 23

推進項目③多様な主体との共働 Ｐ 23

推進項目④民間活力の活用 Ｐ 30

推進項目⑤自治体との連携の推進 Ｐ 35

取組方針３ チャレンジする組織づくり Ｐ 37

推進項目⑥マネジメントの強化 Ｐ 37

推進項目⑦組織の活性化 Ｐ 39

推進項目⑧コンプライアンスの推進 Ｐ 44

（凡例）工程表

　　　　　　　　　　一時的な、年度特有の取組み　　　　　　　　

　　　　　　　　　　恒常的な、毎年度継続する取組み
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1 ユニバーサルデザインに配慮した広報 市長室 P 13

2 ＩＣＴを活用した情報発信の強化 市長室 P 13

3 美術館ホームページの再構築、収蔵品等情報システムの開発 経済観光文化局 P 13

4 消防局ホームページのスマートフォン対応 消防局 P 14

5 中央区の効果的な広報の推進 中央区 P 14

6 城南区子育て応援メールマガジンの配信 城南区 P 14

7 広聴事業による市民ニーズの把握と市政への反映 市長室 P 15

8 区長と地域団体等との意見交換の実施 各区 P 15

9 お客さまニーズの把握とサービス向上への活用 水道局・交通局 P 16

10 職員の広聴マインド向上 市長室 P 16

11 オープンデータの活用推進 総務企画局 P 17

12 ＩＣＴを活用した地域包括ケアシステムの支援 保健福祉局 P 18

13 ＩＣカードを活用したポイント制度システムの開発 総務企画局 P 18

14 公園を活用した地域コミュニティの活性化 住宅都市局 P 18

15 区役所の窓口サービスの向上 各区 P 19

16 タブレット端末の活用による障がい者や外国人等へのサービスの充実 東区 P 19

17 子育て世代包括支援センターの設置 こども未来局 P 20

18 不妊専門相談センターの設置 こども未来局 P 20

19 マイナンバー制度の活用等によるオンライン手続きの拡充・利用促進 総務企画局 P 20

20 コンビニエンスストアにおける証明書交付の促進 市民局 P 21

21 インターネットを利用した口座振替等受付サービスの導入 財政局・水道局 P 21

22 水道料金等インターネット確認サービスの開始 水道局 P 22

23 共創の地域づくりに向けた多様な主体の連携促進（共創の地域づくり推進事業） 市民局 P 23

24 企業の地域活動への参加促進（“ふくおか”地域の絆応援団事業） 市民局 P 23

25 各区の地域コミュニティ活性化支援 各区 P 24

26 地域防災力の強化（避難所運営ワークショップの開催） 市民局 P 26

27 区民との共創による安全安心のまちづくり 早良区・西区 P 26

28 企業との包括連携協定に基づく連携事業の推進 総務企画局 P 27

29 ＮＰＯとの共働事業の推進（共働事業提案制度） 市民局 P 27

30 市民等との共働による道路の保全活動の推進 道路下水道局 P 27

31 民間事業者と連携した福岡エコ運動の推進 環境局 P 28

32 教育機関と連携した選挙啓発の実施 選挙管理委員会事務局 P 28

33 市民等との連携・共働による博多湾の環境保全の推進 環境局 P 28

34 地域と連携した七隈線延伸新駅の魅力・賑わいづくり 交通局 P 29

推進項目①　市民とのコミュニケーションの推進

推進項目②　新たな発想や手法による行政サービスの提供

推進項目③　多様な主体との共働

取組方針１ 時代に即した行政サービスの提供・システムづくり

取組方針２ 多様な主体との連携・共働の推進
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35 公共施設等の整備における官民協働（ＰＰＰ）の検討推進 財政局 P 30

36 公共施設等の整備における官民協働（ＰＰＰ）の実施 こども未来局・経済観光文化局・市民局 P 30

37 公園における民間活力の導入による利便性及び魅力向上 住宅都市局 P 31

38 指定管理者制度導入施設における市民サービス向上の推進 総務企画局 P 31

39 直営施設等への指定管理者制度の導入 経済観光文化局・教育委員会 P 31

40 公募による指定管理者の選定 こども未来局・保健福祉局・港湾空港局・住宅都市局 P 32

41 要介護・要支援認定に係る事務の委託化 保健福祉局 P 33

42 技能労務職関係業務の見直し（退職不補充）　 総務企画局 P 34

43 魚滓処理事業の民間移行 農林水産局 P 34

44 ヨットハーバーの効率的な施設管理手法の導入 港湾空港局 P 34

45 九州各地の自治体との連携 総務企画局 P 35

46 災害時の応急給水・応急復旧合同防災訓練の実施 水道局 P 35

47 災害時の消防相互応援体制の更なる強化 消防局 P 35

48 福岡都市圏消防通信指令業務の共同運用の実施 消防局 P 36

49 オープンデータサイトの自治体との共同利用 総務企画局 P 36

50 運営方針を活用した組織マネジメントの実施 総務企画局 P 37

51 外部の視点を活かした行政評価の実施 総務企画局 P 37

52 業務改善の推進 総務企画局 P 37

53 システム刷新による業務の効率化 総務企画局 P 38

54 タブレット端末を活用した消防・救急活動の効率化 消防局 P 38

55 効果的・効率的な道路の維持管理の実施 道路下水道局 P 38

56 最適な組織体制の構築 総務企画局 P 39

57 外郭団体の見直し 総務企画局 P 39

58 多様な人材の確保 人事委員会事務局 P 39

59 職員の意欲・能力向上に関する取組み 総務企画局 P 40

60 技術職員の人材育成の推進 財政局 P 40

61 技術職員（水道・鉄道）の人材育成の推進 水道局・交通局 P 41

62 消防職員の人材育成の推進 消防局 P 41

63 税務職員の人材育成の推進 財政局 P 42

64 教職員の人材育成の推進 教育委員会 P 42

65 女性職員の活躍推進 総務企画局 P 42

66 ワーク・ライフ・バランスの推進 総務企画局 P 43

67 不祥事再発防止に向けた取組みの推進 総務企画局 P 44

68 事務処理ミスの防止 総務企画局 P 44

69 職員の会計事務処理能力の向上 会計室 P 45

70 職員の契約事務処理能力の向上 財政局 P 45

71 監査結果を活用した業務改善の推進 監査事務局 P 45

推進項目⑦　組織の活性化

推進項目⑧　コンプライアンスの推進

推進項目④　民間活力の活用

推進項目⑤　自治体との連携の推進

推進項目⑥　マネジメントの強化

取組方針３ チャレンジする組織づくり
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1

2

3

32年度29年度

市長室

●ＳＮＳ等を活用した市民ニー
ズにあわせた情報発信の充実強
化に取り組みます。
●無料公衆無線ＬＡＮ「Ｆｕｋ
ｕｏｋａ　Ｃｉｔｙ　Ｗｉ-Ｆ
ｉ」のエリア拡大のため、民間
施設等への導入を促進します。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

30年度 31年度

最終目標
(32年度)

約65

美術館ホームページの再構築、収蔵品等情報システムの開発

推進項目①市民とのコミュニケーションの推進

○市民に伝わるわかりやすい情報発信の推進

ユニバーサルデザインに配慮した広報 市長室

●興味を持ってもらい、誰にで
も読みやすくわかりやすい市政
だよりの発行や、高齢者や障が
い者を含め、誰もが支障なく利
用できる市ホームページの運用
に取り組みます。
●職員研修の実施等により、職
員のユニバーサルデザインに配
慮した情報発信への意識を高め
ます。

工程

ＩＣＴを活用した情報発信の強化

●美術館リニューアル（Ｈ31年
3月オープン予定）を機に、
ホームページをスマートフォン
など最新機器に対応したデザイ
ンに変更するとともに、情報の
質・量を充実させ、魅力的なサ
イトに再構築します。
●館内情報コーナーにおいて、
館内の収蔵品を検索できるシス
テムを構築します。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

ホームページの閲覧件数
(万件／年)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

経済観光文化局

65 100

○新ホームページ運用開始

○館内情報コーナーオープン

○わかりやすい市政だよりの紙面づくり

○誰でも支障なく利用できる市ホームページの運用

○各局広報担当職員への研修実施

○ホームページ再構築

○システム開発

○ＳＮＳ等による情報発信の検討・実施

○無料公衆無線ＬＡＮの拠点拡大
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4

5

6

消防局ホームページのスマートフォン対応 消防局

31年度 32年度

指標

広報に対する満足度(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

- 50 55

●スマートフォンからでも、閲
覧しやすく、利便性が高いホー
ムページを整備することで、緊
急の情報を始めとした、すぐに
必要な災害情報などをよりわか
りやすく市民へ発信します。

工程

中央区の効果的な広報の推進 中央区

●アンケート調査により広報に
関わる課題の抽出を行い、更な
る広報の充実に向けて課題解決
に取り組みます。
●市政だより、ホームページ、
フェイスブックを中心的な広報
媒体として活用し、広報対象者
のニーズに合わせた広報を目指
します。

工程

29年度 30年度

32年度

城南区

工程

29年度 30年度 31年度

最終目標
(32年度)

241 300

29年度 30年度 31年度 32年度

城南区子育て応援メールマガジンの配信

●就学前の子どもを持つ保護者
に対し、健康診断や予防接種な
ど、子の月齢に応じた情報や、
感染症や子育て教室などの子育
て関連情報を適宜メールで配信
し、子育て支援を行います。
●また、新たに妊婦に対する情
報配信の検討・試行を行い、
メールマガジンの充実を図りま
す。

指標

指標

ホームページの閲覧件数
(万件／年)

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

340

本事業により子育てに関す
る不安や悩みが軽減した人
の割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

67.3 75 80

○メールマガジン配信

○妊婦向け情報配信の検討・試行

○スマートフォン対応への改修・整備・運用開始

○インターネットアンケート実施

○広報対象ごとのニーズと課題の整理、効果的な広報の

検討・実施

○動画を活用した情報発信

○再改修の検討・実施

○充実
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7

8

○多様な機会をとらえた市民とのコミュニケーションの推進

●区長が、区行政について地域
団体等と意見を交換し、市民の
市政への積極的な参加、理解、
協力を得るとともに、意見を市
政の参考とする「こんにちは区
長です」を実施します。

55

７区における開催回数
(回／年)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

31年度 32年度

各区区長と地域団体等との意見交換の実施

56

30年度 31年度 32年度29年度

48

指標

29年度 30年度

工程

広聴事業による市民ニーズの把握と市政への反映 市長室

以下の広聴事業を通じて市民
ニーズを把握し市政への反映を
図ります。
●個別広聴
　市民一人ひとりから、市政に
ついて意見や要望などの声を聴
くとともに、日常生活上の相談
に応じる。
●集会広聴
　市長、職員が市民と懇談を行
い、率直な意見を聴くとともに
市政への参加と協力を促す。
●調査広聴
　アンケート調査による方法
で、市民から市政についての意
見や評価を聴く。

工程

○「こんにちは区長です」の実施

○市政への提案、市民相談 など

○市民と市長との対話集会、出前講座の実施

○市政に関する意識調査、市政アンケート調査
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9

10

指標

「お客様満足度調査」によ
るお客様満足度(10点満点)

32年度30年度 31年度

交通局【地下鉄】

31年度 32年度

30年度 31年度

工程

●お客さまのニーズを把握する
ためアンケート調査等を行い、
一層のサービス向上を図りま
す。

最終目標
(32年度)

- 8.5 策定中

市長室

現状値
(28年度)

職員の広聴マインド向上

市政アンケートにおいて、
水道行政に「満足」と回答
したお客さまの割合(％)

工程

29年度

お客さまニーズの把握とサービス向上への活用

29年度

指標

●研修などの実施により、職員
一人ひとりが真摯に市民の声を
聴き、市政に反映していくとい
う姿勢・意識（広聴マインド）
を向上させます。

工程

市民からの苦情や要望に対
して、改善を続けていると
思う職員の割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

88.2 90 90

指標

29年度 30年度

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

81.9 85

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

85

32年度

【水道】 水道局

○アンケート調査の実施、結果の分析・検討、活用

○広聴マインド研修実施

○市民の声を受けて改善した事例を市ホームページに

掲載

○市民の声だより、お礼の声の全庁ＬＡＮ掲載

○駅窓口やＨＰ、電話等を通じた「お客様の声」への

対応

○地下鉄モニター制度の運用

○満足度調査の実施、結果の分析・検討、活用
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11

約1,500

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

○市が保有する情報の積極的な提供

●福岡市が提供するオープン
データの充実を図り、市民生活
の利便性向上や企業活動の活性
化に向けて、市民や企業の利活
用を促進します。

32年度

工程

指標

データのダウンロード数

現状値
(28年度)

1,800 2,100

29年度 30年度 31年度

オープンデータの活用推進 総務企画局

○データセットの拡充

○共同参加への働きかけ
○提供データの拡充
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12

13

14

●重度な要介護状態となっても
住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを最期まで続けることがで
きるよう、住まい・医療・介
護・予防・生活支援が一体的に
提供される「地域包括ケアシス
テム」の実現に向けて、保健・
医療・介護等に関するデータを
一元的に集約・管理する「地域
包括ケア情報プラットフォー
ム」を構築します。

指標

最期まで自宅で暮らせる高
齢者の割合(％)

現状値
(26年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

29年度 30年度 31年度 32年度

工程

推進項目②新たな発想や手法による行政サービスの提供

29年度 30年度 31年度 32年度

公園を活用した地域コミュニティの活性化 住宅都市局

●エコ活動、健康づくりやボラ
ンティア等の活動において、
「はやかけん」や「マイナン
バーカード」といったＩＣカー
ドを使用してポイントを貯める
ことができるシステムを構築
し、市民が活動に参加しやすい
環境を整えます。

工程

○新たな発想や手法による行政サービスの提供

ＩＣＴを活用した地域包括ケアシステムの支援 保健福祉局

●地域による公園の利用ルール
づくりと自律的な管理運営によ
り、地域にとって使いやすい魅
力的な公園づくりと地域コミュ
ニティの活性化を目指します。
●市はアドバイザー派遣や地域
向けガイドブック作成等の支援
を行い、地域と市とで協定を締
結します。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

11.7

ＩＣカードを活用したポイント制度システムの開発 総務企画局

10.0 11.0

○庁内調整、要件定義

○システム拡充

○システム構築・実証等

○運用開始

○協定締結に向けた地域へのアドバイザー派遣、

ワークショップ実施
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16

○窓口サービスなどの向上

約250 400 600

区役所の窓口サービスの向上 各区

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

●各区役所のサービス向上委員
会が、毎年課題の抽出を行い、
接遇や区役所内案内表示などの
サービス改善に向けた取組みを
行います。
●また、必要に応じて窓口来庁
者向けのアンケートを実施し、
サービス向上の取組みに反映さ
せます。

32年度

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

指標

利用件数(累計)(件)

現状値
(28年度)

東区

【博多区】
来庁者アンケートにおける
市民満足度(％)

84 85

●東区役所と「なみきスクエ
ア」証明サービスコーナーにタ
ブレット端末を設置し、検索機
能やテレビ電話機能を活用した
手続き案内や通訳サービス(手
話・外国語)等を行い、窓口
サービスの充実を図ります。

最終目標
(32年度)

57
(26年度)

70 80

15

90

2

【南区】
サービス向上委員会による
課題解決件数(累計)(件)

【城南区】
来庁者アンケートにおける
市民満足度(％)

【早良区】
来庁者アンケートにおける
市民満足度(％)

【西区】
サービス向上委員会の提言
によって新たに改善された
件数(件)

95 95 95

83
（26年度）

90

8580 85

2

3 9

86

タブレット端末の活用による障がい者や外国人等へのサービスの充実

工程

29年度 30年度 31年度

【東区】
来庁者アンケートにおける
市民満足度(％)

【中央区】
来庁者アンケートにおける
市民満足度(％)

2

○端末導入

利用開始

○サービス改善策の検討・実施

○検証・課題整理、改善策検

○改善後の運用
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18

19

こども未来局

●妊娠期からの支援体制の強化
を図るため、各区保健福祉セン
ター内に子育て世代包括支援セ
ンターを設置し、新たに母子保
健相談員を配置するとともに、
関係各課が連携して妊娠期から
子育て期にわたる切れ目のない
支援を行います。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

４か月健診においてアン
ケートに「育児に心配があ
る」と答えた母親の割合
(％)

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

14 13

○行政手続きの利便性向上

31年度

指標

不妊専門相談センターでの
相談件数(件)

32年度

工程

12

子育て世代包括支援センターの設置

不妊専門相談センターの設置 こども未来局

●不妊専門の相談窓口を市民の
利便性が高い場所に１か所開設
し、窓口の開設時間の延長、開
設日の拡大に取り組みます。

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

3,393 4,105 4,515

マイナンバー制度の活用等によるオンライン手続きの拡充・利用促進 総務企画局

●国におけるマイナポータルの
整備状況や市民のニーズを踏ま
え、マイナポータルを活用した
情報提供や、子育て支援をはじ
めとした行政手続きへの電子申
請の導入に取り組みます。
●既にオンライン化している手
続きで、利用率が低い手続きに
ついては、手続きの認知率向上
のための取組みや利用手法の見
直し等の検討を実施し、利用を
促進します。

29年度 30年度

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

マイナポータルを活用した
電子申請手続き数

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

0  11 30

○検討 ○設置

○システム整備、改修

○対象業務のマニュアル整備

○対象業務の順次拡大検討

○検討 ○設置

○オンライン化済み手続きの利用促進
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21

最終目標
(32年度)

32年度

最終目標
(32年度)

インターネットを利用した口座振替等受付サービスの導入

●コンビニエンスストアにおけ
る証明書交付サービス（H24.8
開始）について、マイナンバー
カードの取得者に向けてＰＲを
行うなど、利用者及び発行証明
数の増加に取り組みます。

工程

29年度 30年度 31年度

コンビニエンスストアにおける証明書交付の促進 市民局

工程

指標

口座振替等申込みにおける
ＷＥＢ利用累計件数(件)

-

29年度 30年度 31年度 32年度

工程

7,300

指標

32年度

口座振替申込みにおける
ＷＥＢ利用累計件数（件）

29年度

2,500

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

30年度 31年度

4.4

中間目標
(30年度)

指標

2.5 3.4

コンビニ交付対象の全ての
有料証明発行数に占めるコ
ンビニ交付発行証明の割合
(％)

現状値
(28年度)

●これまで紙媒体の申込書によ
り手続きを行っていた市税の口
座振替について、インターネッ
トを利用した申込みを可能にす
るインターネット（ＷＥＢ）口
座振替受付サービスを導入し、
申請者の押印や郵送の手間を省
略するなど、行政手続の利便性
向上を図ります。【市税】

●これまで紙媒体の申込書によ
り手続きを行っていた「口座振
替」や「クレジットカード継続
払い」について、インターネッ
ト（ＷＥＢ）口座振替等受付
サービスを導入し、申請者の押
印や郵送の手間を省略するな
ど、行政手続きの利便性向上を
図ります。【水道料金】

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

【市税】 財政局

【水道料金】 水道局

最終目標
(32年度)

- 21,000 96,000

○導入準備

○マイナンバーカード取得者へのチラシ作成

○インターネット（ＷＥＢ）

口座振替等受付サービス導入

○インターネット（ＷＥＢ）

口座振替受付サービス導入

○チラシ配布によるコンビニ交付の周知・促進

○導入準備

21



22 水道料金等インターネット確認サービスの開始 水道局

●お客さまの利便性向上を図る
ため、「過去の使用水量や水道
料金」について、インターネッ
ト上のウェブサイトを活用して
いつでも確認できるサービスを
開始します。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

水道料金等インターネット
確認サービス利用登録件数
(件)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

- 2,000 4,000

○サービス開始○導入準備
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推進項目③多様な主体との共働

○共創の地域づくりの推進

地域活動への参加率（地域
活動に参加したことがある
市民の割合）(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

54.5 - 68.0

共創の地域づくりに向けた多様な主体の連携促進（共創の地域づくり推進事業） 市民局

30年度 31年度 32年度

●「共創」の取組みを進めてい
くため、地域と企業、商店街、
ＮＰＯ、大学など様々な主体を
個別につなぐ専門スタッフを置
き、ワークショップ等を実施す
ることにより、地域活動の新た
な担い手を発掘し、地域の魅力
づくり、絆づくりに向けた新た
な取組みを支援します。

工程

29年度

指標

地域活動への参加率（地域
活動に参加したことがある
市民の割合）(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

54.5 - 68.0

企業の地域活動への参加促進（“ふくおか”地域の絆応援団事業） 市民局

●企業等の地域活動への参加を
促進するため、地域活動に取り
組んでいる企業や商店街等を登
録・公表するとともに、特に貢
献度の高い企業・商店街等につ
いて感謝状を贈呈します。
●企業等を委員とした“ふくお
か”地域の絆応援団評議会を設
置し、セミナー等を共催すると
ともに、交流の場を設けるな
ど、企業間及び地域と企業等の
情報交換や「共創」の取組みを
推進します。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

○地域活動応援の普及・拡大、交流促進に関する事業

の検討

○ＨＰによる企業等の取組み紹介

○セミナー、交流会等の開催

○“ふくおか”地域の絆応援団事業のＰＲ

○ワークショップ等の実施

○新たな取組み、モデルとなる取組みの支援
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工程

29年度 30年度 31年度

各区の地域コミュニティ活性化支援 各区

●地域、大学、企業等の多様な
主体の地域活動参加を促し、地
域コミュニティの活性化を図る
ため、多様な取組みにより共創
のまちづくりを推進します。

32年度

○共創連携会議の開催

○各主体の課題の集約・検討

○共創事例・地域貢献事例の収集・発信

○企業ヒアリング実施、地域活動事例集の作成

○まちづくり懇話会の開催

○南区大学連絡会議の運営

○職員と企業・大学生による大橋駅周辺清掃活動の実施

○地域連携推進協議会（大学主催）の運営支援、参加

○大学と地域の情報交流の場づくり

○大学・大学生の地域活動に対する広報等の支援、

新たな連携事業の検討・実施

○地域・大学・行政の連携による防災対策事業の実施

○取組の検証

○校区等情報共有会議による各校区の課題解決検討

○「公民館じょいんとプロジェクト」の実施

○「自治会・町内会活動交流会」の実施

○企業訪問、地域とのマッチングの実施

【早良区】

【城南区】

【南区】

【中央区】

【東区】

＜取組例＞

・各主体間の連携を促進する

ための会議の場の設置

・地域活動事例の共有

・地域活動を行っている

企業等の状況把握

・各主体の活動を推進する

ための広報支援

・イベント開催

【博多区】

○企業が持つ技術やノウハウを活かしたセミナー等で

構成される「企業ボランティアプログラム」の地域

活動等への活用推進

○自治組織連絡協議会総会時に情報交換会議を開催

○協議会ブロックまたは中学校区単位で課題等集約

・検討

○地域活動参加事例等の収集、研修等の実施
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- 60 80

22.3 23 24

47
（32年）

現状値
(28年度)

【城南区】
地域と大学の交流事業数及
び行政と大学の連携事業数

【早良区】
情報共有ができ、課題解決
につながったと思う自治協
会長の割合(％)

【西区】
大学と地域との連携・交流
事業数(区主催・共催事業含
む)

46 49 51

168

指標

【東区】
地域と大学との連携校区数
(校区)

【博多区】
企業ボランティアプログラ
ムの利用回数(回)

38
（27年）

42
（30年）

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

12

【中央区】
住民の地域活動参加率(％)

【南区】
企業と地域のマッチング事
例件数(累計)(件)

【南区】
大学・学生と地域の連携・
交流事業数(件／年)

87 87 87

3 5 7

- 15 25

○大学と地域の連携・交流促進事業

・区主催・共催事業の開催

○市民との共働による「西区の宝」磨き

・「西区の宝」の魅力発信

【西区】

25
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27

指標

避難所運営ワークショップ
実施校区数(累計)(校区)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

0 15 35

【西区】
校区の防災訓練実施率(％)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

●地域等と連携して、校区ごと
の交通安全・防犯・防災に関す
る計画の策定や安全安心マップ
の作成、校区危険箇所の点検を
行うなど、安全安心のまちづく
りを行います。

92.0
【早良区】
まちづくり基本計画策定校
区の割合(％)

100

早良区・西区

76.0

100

指標

52

区民との共創による安全安心のまちづくり

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

地域防災力の強化（避難所運営ワークショップの開催） 市民局

●避難所運営の基本事項から訓
練計画の作成までを学ぶワーク
ショップを地域で開催すること
により、地域コミュニティが避
難所の開設・運営などを自ら行
える体制づくりに取り組みま
す。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

100

現状値
(28年度)

○まちづくり基本計画策定

安全安心マップ作成

○第２次

事業開始

○自主防災訓練の支援、校区防災計画改訂の支援

○校区安全安心マップの更新支援

○防災危険箇所点検の実施

○全校区で完了

○交通安全施設の整備

【早良区】

【西区】

○避難所運営ワークショップの開催
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29

30

市民局

●市民、ＮＰＯ、地域、企業、
行政等、多様な主体が共働につ
いて理解を深め、適切な役割分
担と対等なパートナーシップの
もと共働で事業を推進していく
ため、公開プレゼンテーション
や共働カフェ等の開催により、
広く制度の周知を図ります。
●職員研修の実施等により、全
庁的に共働事業について周知を
図り、実現可能性の高い事業提
案の発掘に繋げていきます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

○多様な主体との連携・共働の推進

31年度

企業との包括連携協定に基づく連携事業の推進 総務企画局

●企業との包括連携協定に基づ
き、地域の活性化や市民サービ
スの向上のために、互いの資源
や魅力を活かして様々な分野で
の連携事業に取り組みます。

工程

29年度 30年度

33

15 25

●市が管理する道路において、
地域団体等が実施する道路の清
掃・美化に対して、ごみ袋の支
給や回収などの支援を行いま
す。
●破損箇所の通報に対して、補
修等を行い、まちの安全を守り
ます。

ＮＰＯと共働したことがあ
る市職員の割合(％)

37

最終目標
(32年度)

29年度 30年度 31年度 32年度

市民等との共働による道路の保全活動の推進 道路下水道局

32年度

工程

ＮＰＯとの共働事業の推進（共働事業提案制度）

41

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

指標

道路サポーター制度の登録
団体数(累計)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

5

○協定締結企業との連携事業の推進

○新規の協定締結に関する調整

○共働カフェ実施

○提案サポートセミナー実施

○共働促進アドバイザ―等によるサポート

○提案団体と市担当課のマッチング

○制度見直しの検討

○地域団体等への活動のＰＲ

道路サポーター制度への参加促進
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31

32

33

指標

学校への出前講座の開催回
数(回／年)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

37 41

●若者の投票率の低下や平成28
年の参議院議員選挙から選挙権
が18歳以上に引き下げられたこ
とを踏まえ、教育機関と連携し
て若者への啓発事業に取り組み
ます。

工程

32年度

45

29年度 30年度 31年度

教育機関と連携した選挙啓発の実施 選挙管理委員会事務局

福岡エコ運動協力店舗数(店
舗)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

255

32年度

指標

市民等との連携・共働によ
る博多湾環境保全活動の開
催数(件／年)

中間目標
(30年度)

現状値
(28年度)

最終目標
(32年度)

13 20 25

市民等との連携・共働による博多湾の環境保全の推進 環境局

350 400

32年度

民間事業者と連携した福岡エコ運動の推進 環境局

●食べ残し削減を推進している
「もったいない!食べ残しをな
くそう福岡エコ運動」につい
て、賛同する飲食店を増やしま
す。
●会社・事業所に直接運動を周
知することにより、職場ぐるみ
で食べ残し削減の取組みの機運
を高めます。

工程

29年度 30年度 31年度

指標

●「博多湾環境保全計画（第二
次）」（平成28年9月）に基づ
き、行政、市民、ＮＰＯ等市民
団体、事業者、大学等研究機関
など各主体が共働し、博多湾の
環境保全に取り組みます。
●海につながる森・川・都市等
の様々な場所において、市民等
各主体の連携・共働による保全
活動が継続的に実施されること
を推進します。

工程

29年度 30年度 31年度

○企業への連携呼びかけを実施

○福岡エコ運動協力店をホームページに掲載

○博多湾に関する広報媒体の作成・活用

○ＮＰＯ等との共働による生物指標調査(魚類等）や環境

保全活動（清掃活動等）の実施

○大学研究機関等との調査・研究の推進（藻場調査等）

○博多湾の環境保全調査結果の公表

○小学校・高校・大学を対象とした出前講座の実施

○高校生の投票事務体験

28



34 地域と連携した七隈線延伸新駅の魅力・賑わいづくり 交通局

●地下鉄延伸に伴う(仮称)中間
駅の整備にあたっては、都心回
遊の新たな拠点となることをめ
ざし、現在進められている駅周
辺の魅力あるまちづくりや賑わ
いづくりに資するものとなるよ
う、駅空間のあり方について、
博多まちづくり推進協議会など
の地域団体等との対話を進めま
す。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

○（仮称）中間駅空間のあり方について検討

29



35

36

●公共施設等の整備にあたり、
官民協働（ＰＰＰ）手法での整
備を決定した事業について、設
計・建設段階におけるモニタリ
ングなどを着実に行い、適切な
管理・運営により、良質な公共
サービスの提供を図ります。
【科学館、美術館、市総合体育
館】

【科学館】

推進項目④民間活力の活用

○官民協働の推進

公共施設等の整備における官民協働（ＰＰＰ）の検討推進 財政局

●「官民協働事業（ＰＰＰ）へ
の取組方針」（H24.4策定）に
基づき、大規模な建築物の整備
にあたっては、財政負担を軽減
しつつより良質な公共サービス
を提供するため、民間企業の経
営ノウハウや技術力、資金を活
用した事業（発注）手法等の検
討を行います。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

公共施設等の整備における官民協働（ＰＰＰ）の実施

工程

工程

32年度

32年度29年度 30年度 31年度

29年度 30年度 31年度 32年度

【美術館】

【市総合体育館】 市民局

工程

経済観光文化局

こども未来局

29年度 30年度 31年度

○各局の支援

○改修工事

○開館

○ＰＦＩ事業者による運営

○建設工事 ○開館

○ＰＦＩ事業者による運営

○モニタリング及び外部評価

○リニューアルオープン

○ＰＦＩ事業者による運営

（一部）

○建設工事

30



37

38

39

31年度 32年度

【博物館】

60

指定管理者制度導入施設における市民サービス向上の推進 総務企画局

指標

公園におけるカフェ等の導入
数

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

4

公園における民間活力の導入による利便性及び魅力向上 住宅都市局

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

経済観光文化局

直営施設等への指定管理者制度の導入

工程

29年度 30年度

【図書館分館】 教育委員会

2

●指定管理者制度を導入してい
る図書館分館（東図書館）にお
ける成果や課題等の検証を踏ま
え、今後整備する図書館分館に
ついて指定管理者制度の導入検
討を行います。【図書館分館】

●民間活力の導入により、公園
内にカフェ等を設置するなど市
民の利便性向上や公園の魅力向
上に取り組みます。

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

2

56.5

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

●現在直営で管理している施設
への指定管理者制度の導入を検
討し、施設利用者へのサービス
向上などに取り組みます。【博
物館】

65

○指定管理者制度の推進

●指定管理者制度導入施設にお
ける住民サービスのさらなる向
上のため、インセンティブ・ペ
ナルティ制度や利用料金制度の
導入等、サービス提供者である
指定管理者がよりノウハウを発
揮できる環境の整備に取り組み
ます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

インセンティブ・ペナルティ制度
を導入している施設の割合
（％）

現状値
(28年度)

○導入施設における成果等の検証

○今後整備する図書館分館への導入検討

○インセンティブ・ペナルティ制度の導入促進

○民間発案の募集、随時実施

○他都市や類似施設の導入状況把握

○指定管理者の公募・指定

○業務引き継ぎ

○指定管理者による管理運営
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40 公募による指定管理者の選定

工程

29年度 30年度 31年度

●現在非公募により選定を行っ
ている指定管理施設について、
公募による選定について検討を
行い、施設利用者のサービス向
上に取り組みます。
【市立障がい児通園施設、市立
障がい者施設、中央ふ頭クルー
ズセンター、博多港港湾施設、
市営住宅】

29年度 30年度

【市立障がい者施設】 保健福祉局

31年度 32年度

工程

【市立障がい児通園施設】 こども未来局

工程

【中央ふ頭クルーズセンター】 港湾空港局

31年度29年度 30年度 32年度

32年度

○評価・選定委員会意見聴取

○指定管理者の公募・指定

○公募団体に

よる管理運営

○公募団体による管理運営

○評価・選定委員会意見聴取

○公募施設の検討

○指定管理者の公募・指定

○選定委員会意見聴取

○指定管理者の公募・指定

○公募施設の検討

○公募団体に

よる管理運営
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41

29年度 30年度 31年度

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

【市営住宅】 住宅都市局

指標

介護認定業務従事職員数
（名）

現状値
(28年度)

工程

45 45

32年度

【博多港港湾施設】 港湾空港局

31年度 32年度

18

要介護・要支援認定に係る事務の委託化 保健福祉局

●要介護認定の申請が年々増加
していることに伴い、現在各区
で行っている介護認定に係る事
務について、新たに認定事務セ
ンターを設置し、業務を一箇所
に集約化するとともに、大部分
の業務を民間委託を行うことで
事務の効率化を図ります。

工程

29年度 30年度

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

○民間委託などの推進

○一部の区で公募団体による管理運営を

試行

○指定管理の範囲の見直し

○選定委員会意見聴取

○単体での管理運営が可能な施設について

指定管理者の公募・指定

○管理業務の一部について指定管理者の公募・指定

○基本方針策定

○委託実施

○業務引継

○公募団体による管理運営
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42

43

44

魚滓処理事業の民間移行 農林水産局

技能労務職関係業務の見直し（退職不補充） 総務企画局

●民間活力の導入を前提とし
た、より効率的な施設管理手法
を検討し、その手法に基づく事
業形態での運営開始に向けて取
り組みます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

●魚滓処理を民間に移行し、水
産加工公社を平成31年度末を目
途に解散するとともに、水産加
工センターを廃止します。

ヨットハーバーの効率的な施設管理手法の導入 港湾空港局

31年度 32年度

工程

29年度 30年度

●技能労務職員に係る事務事業
については、引き続き、原則、
退職不補充とした上で、改めて
業務内容を精査し、民間活力の
導入などを図りながら、より適
切な職員配置となるように取り
組みます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

○退職不補充の実施

○民間処理事業者の選定

○事業者の公募準備

○移行準備

○民間処理開始

○公社解散、センター廃止

○民間事業者による運営開始

○事業者の公募

○選定委員会の開催

○運営事業者の決定及び契約締結
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45

46

47

推進項目⑤自治体との連携の推進

○自治体との連携の推進

九州各地の自治体との連携 総務企画局

●九州各地の自治体と連携
し、九州の発展につなげるこ
とを目指して、市民サービス
の向上や観光振興等に向けて
様々な取組みを推進します。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

九州広場の利用件数(件／
年)

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

33 36 38

54 54

災害時の消防相互応援体制の更なる強化 消防局

●大都市や九州の主要都市の
自治体で締結した災害時の応
急給水、応急復旧の相互応援
協定に基づく合同防災訓練を
行うなど、大規模災害に備え
た広域的な連携の強化を図り
ます。
●災害などにより他の水道事
業体への応急派遣が必要と
なった場合に備え、毎年度、
応急派遣隊となる職員を決定
し、派遣要請に即応できる体
制を確保します。
●熊本地震を受けて、受援体
制の整備に取り組みます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

毎年度任命する応急派遣隊
員数(名)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

54

災害時の応急給水・応急復旧合同防災訓練の実施 水道局

●熊本地震における消防活動
の検証を行うとともに、福岡
都市圏などの近隣消防本部と
大規模災害時の消防活動の課
題及び改善策について情報共
有を図り、大規模災害等の発
生に備えて、消防相互応援体
制（県内・都市圏）の更なる
強化に取り組みます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

○連携事業、交流連携を推進

○課題の検証、応援体制の強化

○自治体との合同防災訓練に参加

○応急派遣隊の任命、訓練実施

○近隣消防本部と訓練・研修会・会議等の実施

○実践的訓練の開始
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49

福岡都市圏消防通信指令業務の共同運用の実施 消防局

●平成29年度から福岡都市圏
の全体の事業として、福岡市
消防本部庁舎に共同指令セン
ターを整備し、福岡都市圏の
消防本部が行っている消防通
信指令業務（119番受信、出動
指令等）を本市が受託し、効
果的・効率的な指令業務に取
り組みます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

最終目標
(32年度)

4 8 12

オープンデータサイトの自治体との共同利用 総務企画局

●九州内の自治体へ、オープ
ンデータサイトの共同利用参
加を働きかけ、広域でのオー
プンデータの推進により、利
用者が活用しやすい環境を整
えます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

オープンデータサイトの共
同利用参加自治体数

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

○福岡都市圏４消防本部との消防通信指令業務の

共同運用開始

○共同利用参加への働きかけ

＜福岡都市圏４消防本部＞

・春日・大野城・那珂川消防組合消防本部

・粕屋南部消防組合消防本部

・宗像地区消防本部

・粕屋北部消防本部
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51

52

○業務効率化の推進

指標

推進項目⑥マネジメントの強化

○マネジメントの推進

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

外部の視点を活かした行政評価の実施 総務企画局

●基本計画に基づく施策事業
の進捗状況を定期的に把握・
評価する「施策評価」を実施
し、施策事業の着実な推進を
図ります。
●個々の事業について、効果
的・効率的な実施がなされて
いるかを、目的や成果の指標
に照らして確認するため、
「事務事業点検」を実施し、
事業の見直しに継続的に取り
組みます。
●客観的な評価・点検を実施
するため外部の視点を活用す
るとともに、職員へＰＤＣＡ
サイクルの定着を図るため、
事務事業点検力向上研修を実
施します。

継続的に事業を振り返り、
必要な見直しが行われてい
ると思う職員の割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

69 72

運営方針を活用した組織マネジメントの実施 総務企画局

●全職員が職場の課題や目標
を共有し、年度ごとに重点的
に取り組むべき内容を明確に
することにより、施策事業の
推進、事業業務の見直し、人
材育成等のマネジメントを推
進します。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

市の方針やトップの考え方
が職場で共有されていると
思う職員の割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

58.2 - 60

75

業務改善の推進 総務企画局

●市民サービスや事務の効率
性の向上を図るため、職員の
創意工夫による業務改善を推
進します。
●全国都市改善改革実践事例
発表会に参加し、本市の取組
みを発表するとともに、他都
市の優れた事例を共有するこ
とで、さらなるサービス向上
や事務の効率化に取り組みま
す。

工程

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

29年度 30年度 31年度 32年度

現状値
(28年度)

指標

業務改善が続けられている
と思う職員の割合(％)

88.2 89 90

○運営方針の策定・共有・振り返り

○施策評価の実施

〇事務事業点検の実施

○事務事業点検力向上研修の実施

○業務改善運動の実施

○全国都市改善改革実践事例発表会への参加
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53

54

55

システム刷新による業務の効率化 総務企画局

●システム刷新計画（Ｈ27.3
月策定、計画期間は37年度ま
で）の基本方針である
「ICTガバナンスの強化」
「業務プロセスの改革」
「システムの刷新と共通基盤
の整備」
に基づき、同計画を実行する
ことにより、市民サービスや
システム運用にかかる業務の
効率化を図ります。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

効果的・効率的な道路の維持管理の実施 道路下水道局

●ＩＣＴや地理空間情報を活
用して道路の点検結果や調査
箇所などの情報を統合し、劣
化の傾向や優先度の分析など
を行い、その結果を活用した
効果的・効率的な道路の維持
管理を行います。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

タブレット端末を活用した消防・救急活動の効率化 消防局

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

●増加する救急出動に対応す
るため、救急隊等にタブレッ
ト端末を配置し、活動記録票
（活動内容、傷病者情報等の
記録）の入出力を可能とする
機能を備えた救急搬送支援シ
ステムを導入し、病院到着後
の医師への引継時間の短縮を
図るなど業務の効率化を行い
ます。

指標

病院到着後の引継ぎ時間

現状値
(28年)

中間目標
(30年)

最終目標
(32年)

22分02秒 18分35秒 15分07秒

○社会保障系(年

金・公費医療以外)

及び市税システム

の刷新に着手

○業務共通基盤・住民記録等システム構築

○社会保障系システム(年金・公費医療)・

人事給与システム構築

○端末配置

○課題改善に向けた機能の

改修・運用開始

○効果等検証

○アセットマネジメントシステム本格運用

○幹線道路舗装の修繕計画更新

○橋梁の次期修繕計画検討
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57

58

推進項目⑦組織の活性化

○組織力向上の推進

多様な人材の確保 人事委員会事務局

●採用に関する情報を学校関
係者等にメールマガジンなど
で提供するとともに、採用説
明会や学校訪問などを実施
し、多様な人材の確保を図り
ます。
●「新規採用職員に求める人
材像」にふさわしい人材を確
保するため、採用試験・選考
の方法等について、柔軟に見
直しを進めます。

上級・中級・初級採用試験
の競争倍率

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

9.3 9.6 10

指標

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

外郭団体の見直し 総務企画局

●「外郭団体のあり方に関す
る指針」（仮称）に基づき、
各団体の実施する事業の必要
性や経済性、効率性、外郭団
体のメリットが十分に発揮さ
れているかなどについて検
証・見直しを行います。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

最適な組織体制の構築 総務企画局

●局区が抱える課題の解決や
目標の実現に的確に対応した
組織体制を構築できるよう、
局区における自律的な組織編
成を継続します。
●組織編成に当たっては、共
通業務の集約化や、業務の関
連性のある課・係の統合な
ど、既存組織の最適化を図
り、総人件費の増加を抑制し
つつ、職員の力を最大限に発
揮する組織体制の構築に取り
組みます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

○職員募集パンフレットやポスターの作成・配布

○ＨＰ等による広報

○採用説明会、学校訪問等

○採用試験・選考の方法等の見直し

○指針策定

○団体の見直し

○行政課題に対応した組織体制の構築

39



59

60

職員の意欲・能力向上に関する取組み

指標

上司（先輩）が部下（後
輩）を育成する職場風土が
あると思う職員の割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

76.6 - 80

○職員の育成と働きやすい環境づくり

総務企画局

●自発的な能力向上や若手職
員の育成、能力に応じた適切
な評価や配置などに取り組み
ます。
●管理監督者のマネジメント
能力の向上やＯＪＴの着実な
実施など、職員を育成する組
織づくりに取り組みます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

29年度 30年度 31年度 32年度

技術職員の人材育成の推進 財政局

●ベテラン職員の大量退職と
新規採用職員の増加による技
術の維持・継承の課題に対応
するため、「技術職員人材育
成プラン」(H29年度当初改定
予定）に基づき、全庁的な技
術職員の育成や組織の活性化
を図ります。

　・基礎的な研修の積み重ね
　と現場を見る機会の拡大に
　係る取組みを推進し、技術
　職員の「現場対応力の強
　化」を図ります。
　・指導担当職員の育成や、
　スキルの見える化など若手
　職員育成環境の整備・活性
　化に係る取組みを推進し、
　「組織の育成力強化」を
　図ります。

工程

○業績評価制度の実施

○職位や経験に応じた研修の実施

○「技術職員人材育成プラン」(改定予定)に基づく

取組項目の実施

（研修・ＯＪＴ支援・スキルの見える化など）
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技術職員（水道・鉄道）の人材育成の推進

工程●ベテラン職員の大量退職へ
の対応や職員の技術継承によ
る安定的なサービス提供等の
ため、職場の状況や職員の個
性、担当業務等に応じて、Ｏ
ＪＴを推進するとともに、日
常業務で経験しにくいスキル
や高度な専門技術の習得な
ど、ＯＪＴだけでは育成が難
しい部分等について研修を実
施し、職員の能力向上を図り
ます。あわせて、退職者の活
用により技術の維持・継承を
行います。

29年度 30年度 31年度 32年度

3.7 4.03.5

工程

消防職員の人材育成の推進 消防局

●「福岡市消防局人材育成・
活性化プラン（Ｈ26.3月策
定）」に基づき、各種教育訓
練や研修等を実施し、職員の
能力開発の推進を図ります。
●火災予防行政の充実のた
め、査察・指導部門の人材育
成の強化を行います。
●女性職員活躍推進のため、
全ての職員が働きやすい環境
づくりを行います。

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

消防局における女性職員の
割合（％）

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

○各種教育訓練・研修実施、必要に応じた内容の見直し

○査察マニュアル（ささつの本）の活用・見直し、

eラーニングの活用

○全ての職員が働きやすい職場環境整備

○ＯＪＴの推進

○「水道局職員研修計画」に基づく研修実施

※研修計画については毎年度内容見直し

○退職した職員の雇用による技術継承

○ＯＪＴの推進、研修実施・職場体験

○高齢者雇用のあり方の検討

○長期的な視点にたった計画的な人員配置

○「次期交通局人材育成実施計画」、

「次期職員研修実施計画」策定

【水道局】

【交通局】
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64

65

税務職員の人材育成の推進 財政局

●平成27年度に実施した業務
工程の見直し（ＢＰＲ）の成
果を活用し、事務処理要領等
の再整備などにより、税務事
務の更なる効果的・効率的な
執行に取り組みます。
●再整備した事務処理要領等
を業務引継資料や研修資料等
として活用し、職員の理解向
上に努め、税務職員の人材育
成を行います。

工程

29年度 30年度 31年度

31 31

32年度

教職員の人材育成の推進

32年度

指標

受講者の研修満足度
(４点満点)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

指標

再整備した事務処理要領等
を活用して実施した研修数

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

4

工程

29年度 30年度 31年度

教育委員会

●教職員のライフステージ・
キャリア・ニーズに応じて研
修講座を企画実施し、教職員
の資質能力の向上に取り組み
ます。
●教育公務員特例法改正（Ｈ
29.4月予定）に対応して研修
の見直しを行います。

総務企画局

●女性職員のキャリア形成に
向けて、本人の意欲や能力に
応じた人事配置や研修の実施
に取り組みます。
●全ての職員が職業生活と家
庭生活の両立を図れるような
取組みを進めます。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

指標

管理職に占める女性職員の
割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

女性職員の活躍推進

- 15程度11.9

最終目標
(32年度)

3.51 - 3.52

最終目標
(32年度)

○早期キャリア形成に向けた人事配置

○キャリア形成に関する研修の実施

○時間外勤務縮減と年次有給休暇取得促進等

○ＢＰＲで抽出された課題について、見直し方針を

検討・実施

○ＢＰＲを

時点修正

○経験年数・職能・課題に応じた研修講座の企画実施

○教育公務員特例法改正に対応した研修の見直し

○事務処理要領等の再整備
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●「福岡市特定事業主行動計
画（Ｈ28年3月策定）」に基づ
き、全ての職員が職業生活と
家庭生活の両立を図れるよう
な職場環境の整備に取り組み
ます。

- 16

子どもが生まれた男性職員
のうち、育児休業、部分休
業、育児短時間勤務のいず
れかを取得した職員の割合
(％)

現状値
(27年度)

95

指標

子どもが生まれた男性職員
の出産・育児支援休暇取得
率(％)

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

87.8

ワーク・ライフ・バランスの推進 総務企画局

工程

29年度 30年度 31年度

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

9.0 - 15

職員の年次有給休暇の年間
平均取得日数(日)

現状値
(27年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

14.9

32年度

95

○時間外勤務縮減、定時退庁の取組み

○働きやすい環境づくり

（両立支援制度の周知、男性職員の家事育児参画促進）
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31年度 32年度

90.0 95.0

●事務処理ミスの防止に向け
て、公金支出等事務について
は、会計室をはじめとした４
局支援による職員研修や
チェックリストの活用を進め
ます。
●公金支出等事務以外につい
ても、業務リスクカルテの活
用をはじめ、チェック機能強
化に向けた取組みを進めま
す。

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

推進項目⑧コンプライアンスの推進

○コンプライアンスの推進

不祥事再発防止に向けた取組みの推進 総務企画局

事務処理ミスの防止 総務企画局

最終目標
(32年度)

34.8 30 25

●職員一人ひとりが不祥事防
止についての意識を保ち、風
化させることのないよう、飲
酒運転等不祥事再発防止アク
ションプランに基づく、各
局・区における独自の取組み
を引き続き行います。

工程

29年度 30年度

指標

「管理監督者研修」について、公
金支出等の適正処理を推進してい
く上で「とても役に立つ」、「役
に立つ」と回答した割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

最終目標
(32年度)

-

指標

職員のモラルが低下してい
ると思う職員の割合(％)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

○各局等における不祥事再発防止に向けた自主推進体制

の構築、取組内容の把握・共有

○公務員倫理に関する全職場研修、階層別研修、

eラーニング研修の実施

○コンプライアンス推進員（部長級職員）研修の実施

○研修実施、チェックリストの活用推進

○チェック機能強化

＜各局等不祥事再発防止自主推進体制の取組み例＞

・関係団体と連携した飲酒運転撲滅キャンペーン

・服務の宣誓・飲酒運転撲滅の誓いの唱和

・メールによる注意喚起

・アルコールに関する研修

・挨拶等、職場活性化の取組み
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70

71

職員の会計事務処理能力の向上 会計室

最終目標
(32年度)

312 900 1,500

指標

工程

29年度 30年度 31年度 32年度

職員の契約事務処理能力の向上 財政局

●契約事務に関する職員の知
識習得を図り、契約事務の適
正実施及び効率化を図るた
め、契約事務に関する研修が
実践的なものになるように内
容の充実・強化に取り組みま
す。

工程

29年度 30年度

指標

職員の研修理解度
(５段階評価)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

29年度 30年度

●支出事務等処理ミスの発生
防止に向けて、会計事務を担
当する職員に対する各種研修
を実施するとともに、監査事
務局等と連携して係長級職員
を対象とした管理監督者研修
を実施し、チェック体制の更
なる確立を図ります。
●ｅラーニングなどを活用し
た新たな研修の実施や事務の
簡素化に取り組みます。

31年度

管理監督者研修受講済み係
長級職員数(累計)(人)

現状値
(28年度)

中間目標
(30年度)

32年度

●不適正な事務処理の再発を
防止するため、監査で指摘等
を受けた所属に対し、改善状
況を確認するフォローアップ
監査を実施します。
●研修の充実や監査結果の
データベース拡充を行い、業
務改善を支援します。

31年度 32年度

監査結果を活用した業務改善の推進 監査事務局

工程

最終目標
(32年度)

- 3.5 4.0

○各種会計事務等研修・管理監督者研修

（係長級職員）の実施

○新たな研修や事務の簡素化の検討・実施

○問題点や課題等の集約・分析

○研修内容検討

○フォローアップ監査の本格実施

○指摘を受けた所属への研修の充実

○監査結果データベースの拡充

○研修の充実・強化
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（参考資料）用語解説

語句 解説 掲載箇所 掲載頁

ＩＣＴ

[Information and Communication Technology]：情報通信技術とい
い、情報・通信に関連する技術一般の総称。「IT（Information
Technology：情報技術）」が使用されることもあるが、国際的には
ICTが定着している。ICTとITの違いは、コミュニケーション＝情報
の流通にも焦点を当てている点であり、単なる情報の処理、活用で
はなく、関係者間のコミュニケーションの重要性を認識しようとい
う意図がある。

１　策定の趣旨
1,3,4,5,
9,13,18,
38

インセンティブ 刺激、動機。
５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針２－推進項目４）

7,31

ＮＰＯ

[Nonprofit Organization]：政府・自治体や企業とは独立した存在
として、市民・民間の支援のもとで、医療・福祉、環境、国際協
力・交流など社会的な公益活動を行う民間非営利組織・団体。法人
格を持たない団体、ボランティア団体を含む。

１　策定の趣旨
1,3,6,7,
23,27,28

ＳＮＳ

[Social Networking Service]：個人間のコミュニケーションを促進
し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用
したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人
同士のコミュニティを容易に構築できる場を提供するサービス。

５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針１－推進項目１）

5,13

オープンデータ
「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで
公開されたデータ」であり「人手を多くかけずにデータの二次利用
を可能とするもの」のこと。

５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針１－推進項目１）

5,7,17,3
6

ＯＪＴ 仕事を通じた職員の指導育成。
５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針３－推進項目７）

9,40,41

共働
相互の役割と責任を認め合いながら、対等の立場で知恵と力を合わ
せて共に行動すること。

１　策定の趣旨
1,2,3,6,
7,25,27,
28

共創

自治協議会や企業、商店街、ＮＰＯ、大学、行政などの様々な主体
が、お互いの役割と責任を認め合い、相互関係・パートナーシップ
を深めながら、知恵や力を合わせ、長所や資源を活かして、共に協
力し合って、地域の未来を創り出していくこと。

５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針２－推進項目３）

6,7,23,2
4,26

業務共通基盤
複数の情報システムで共通に利用する機能を１つにまとめて構築す
るシステム。

５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針３－推進項目６）

9,38

コンプライアンス 法令等や社会的な倫理、規範を守って行動するという考え方。
５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針３－推進項目８）

8,9,44

ＰＤＣＡサイクル
政策の企画立案(Plan)、実践・執行(Do)、評価・点検(Check)、改
革・対策の実施(Action)の繰り返しにより経営管理を行う手法。マ
ネジメント・サイクル。

４　行政運営の現
状・課題

3,8,37

ＰＰＰ

[Public Private Partnership]：官民協働事業。行政が実施してい
る公共サービスや社会資本整備を計画段階から、民間企業と協働で
知恵と資金を出し合いながら実施していくものであり、PFI や指定
管理をはじめとした官と民との連携による事業を総称した概念。

５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針２－推進項目４）

7,30

ＰＦＩ
[Private Finance Initiative]：公共施設等の建設・維持管理・運
営等を、民間の資金や経営能力及び技術的能力を活用して効率的か
つ効果的に実施し、公共サービスを提供する事業手法。

５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針２－推進項目４）

7,30

ユニバーサルデザイン
年齢、性別、障がいの有無、国籍の違いなどに関係なく、誰にとっ
ても使いやすくわかりやすいように都市や生活環境をデザインする
考え方。

５　取組みの方向性
と数値目標（取組方
針１－推進項目１）

5,13
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